
 

政
令
第 

 
 

号 

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
二

条
、
第
五
条
、
第
十
五
条
及
び
第
二
十
四
条
並
び
に
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
六
条
の
三
第
二

項
及
び
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

目
次 第

一
章 

関
係
政
令
の
整
備
等
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

経
過
措
置
（
第
三
条 

第
七
条
） 

附
則 

第
一
章 

関
係
政
令
の
整
備
等 

（
薬
事
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
薬
局
の
開
設
者
」
を
「
薬
局
開
設
者
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
薬
局
開
設
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。 

－
 



 

）
」
に
、
「
厚
生
労
働
省
令
の
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
駆
除
又
は
防
止
」
を
「
防
除
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
の
見
出
し
中
「
交
付
等
」
を
「
交
付
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸

売
一
般
販
売
業
以
外
の
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
」
を
「
店
舗
販
売
業
」
に
、
「
厚
生
労
働
省
令
の
」
を
「
厚
生
労
働

省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
許
可
証
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
の
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
改
め
、
「
店
舗
」
の
下
に
「
若
し
く
は
営
業
所
」

を
加
え
る
。 

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
の
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
改
め
、
「
店
舗
」
の
下
に
「
若
し
く
は
営
業

所
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
店
舗
」
の
下
に
「
若
し
く
は
営
業
所
」
を
加
え
る
。 

第
四
十
七
条
中
「
店
舗
」
の
下
に
「
若
し
く
は
営
業
所
」
を
加
え
る
。 

第
四
十
八
条
中
「
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
三
十
五
条
並
び
に
」
を
「
第
三
十
四

条
第
一
項
及
び
」
に
、
「
厚
生
労
働
省
令
の
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
改
め
る
。 



 

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
の
店
舗
」
の
下
に
「
若
し
く
は
営
業
所
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
厚
生
労
働
省
令
の
」

を
「
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で 

削
除 

第
五
十
七
条
中
「
及
び
第
四
十
四
条
」
を
「
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
及
び
第
五
十
三
条
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
八
条
第
二
号
中
「
旧
制
大
学
、
旧
専
門
学
校
、
大
学
又
は
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
」
を
「
旧
大
学
令
（
大
正
七
年

勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
、
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
又

は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。 

第
七
十
四
条
第
二
項
中
「
第
五
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
五
十
七
条
の
二
」
を
加
え
る
。 

第
八
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
、
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
一
般
販

売
業
以
外
の
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
」
を
「
店
舗
販
売
業
」
に
改
め
、
「
「
都
道
府
県
知
事
」
と
」
の
下
に
「
、
第

四
十
八
条
中
「
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」

と
」
を
加
え
る
。 



 

（
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関

す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
七
条
中
「
新
薬
事
法
」
を
「
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
」
に
、
「
卸
売
一
般
販
売
業
（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
一
般
販
売
業
を
い
う
。 

）
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。 

第
二
章 

経
過
措
置 

（
改
正
法
附
則
第
二
条
、
第
五
条
及
び
第
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
） 

第
三
条 

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
、
第
五
条
及
び
第
十
五
条
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

（
改
正
法
附
則
第
二
条
の
場
合
に
お
け
る
許
可
の
更
新
） 

第
四
条 

改
正
法
附
則
第
二
条
の
場
合
に
お
け
る
薬
事
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
第
一
条



 

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
（
旧
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
特
例
許
可
旧
卸
売
一
般
販
売
業
者
の
販
売
等
の
相
手
方
） 

第
五
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「 

新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
卸
売
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
改
正
法
の
施
行

の
際
現
に
旧
法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
い
た
者
（
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
特
例
許
可
旧
卸
売
一

般
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
新
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間

の
残
存
期
間
に
限
り
、
同
項
中
「
薬
局
開
設
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
薬
局
開
設
者
等
又
は
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
販

売
若
し
く
は
授
与
の
相
手
方
」
と
す
る
。 

（
改
正
法
附
則
第
五
条
の
場
合
に
お
け
る
許
可
の
更
新
） 

第
六
条 

改
正
法
附
則
第
五
条
の
場
合
に
お
け
る
薬
事
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
旧
法
第
二
十
八

条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
旧
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は 



 

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
改
正
法
附
則
第
十
条
の
場
合
に
お
け
る
許
可
の
更
新
） 

第
七
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
け
る
薬

事
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
旧
法
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
薬
事
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

改
正
法
附
則
第
二
条
の
場
合
に
お
け
る
旧
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前

の
薬
事
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
及
び
第
五
十

七
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
旧
令
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



 

第
三
条 

特
例
許
可
旧
卸
売
一
般
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
旧
法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
許
可
の
有
効
期
間
の

残
存
期
間
に
限
り
、
旧
令
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
旧
令
第
八
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

第
四
条 

改
正
法
附
則
第
五
条
の
場
合
に
お
け
る
旧
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
四
十
四
条
第
一
項 

、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
旧
令
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

第
五
条 

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
役
員
に
準
ず
る
者
及
び
政
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
令
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

第
六
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
け
る
旧

法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
及
び
第
五
十

七
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
旧
令
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



 

第
七
条 

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
者
に
係

る
政
令
で
定
め
る
役
員
に
準
ず
る
者
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

旧
令
第
五
十
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



 

 

理 

由 
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政
令
に
つ
い
て
医
薬
品
販
売
業
の
許
可
証
の
交
付
等
に
関
す
る
規

定
の
整
備
等
を
行
う
と
と
も
に
、
従
前
の
医
薬
品
販
売
業
の
許
可
に
よ
り
引
き
続
き
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
そ
の
他

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 


